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）

【施策体系】 （事業名）
R8当初

予算要求額

医療政策課

予算額（千円） R8年度 14,931,592

（一般財源 7,056,624

持
続
可
能
で
安
定
し
た
暮
ら
し
を
守
る

地
域
医
療
の
推
進

医
療
提
供
体
制
の
充
実

県
立
病
院
の

医
療
機
能
の
充
実

医療審議会 1,738

3

1

5 救急緊急医療費損失補てん事業補助金 2,363

災
害
医
療

対
策

の
推
進

18 災害医療体制整備事業

救
急
医
療
対
策
の
推
進

14 ドクターヘリ運航事業 804,174

15 救急医療対策費　施設・設備整備事業 49,476

13 救命救急センター運営費補助金

11 広域災害・救急医療情報システム運営事業 28,169

12 長野県救急医療機能評価委員会運営事業 341

14,353

17

へ
き
地
医
療

対
策
の
推
進

19 へき地医療拠点病院運営費補助事業 9,605

20 へき地診療所運営費補助事業 93,780

25
地方独立行政法人長野県立病院機構
施設整備等資金貸付金特別会計

3,997,514

21 へき地診療所　施設・設備整備事業 17,320

22
地方独立行政法人長野県立病院機構
評価委員会

957

24
地方独立行政法人長野県立病院機構
運営費負担金

6,300,000

23
地方独立行政法人長野県立病院機構
経営改善支援事業

15,400

1,454

6,954

882

8,010

救急安心センター事業 12,873

2,983,481

485,999

16 メディカルコントロール体制整備事業

9 長野県アイバンク・臓器移植推進協会活動支援事業補助金

10 院内感染対策支援事業

8 臓器移植普及推進事業

7 地域医療介護総合確保基金（医療分野）

2 保健医療計画策定事業 43,371

6 医療対策費　施設・設備整備事業 25,707

地域医療構想推進事業 8,966

4 保健医療推進事業補助金 5,222
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【事業概要（医療政策課 企画管理係）】 

① 長野県医療審議会 

（根拠法令：医療法第 72条） 

【予算額及び内訳】 173万 8千円 （ 一般財源 129万円、証紙収入 44万 8 千円 ） 

【予算の主な内容】 審議会開催のための報酬・旅費 

【目指す姿】 

（１）医療審議会(医療法第 72条） 

医療法に規定された事項について調査審議するほか、知事の諮問に応じ医療を提供する体制の確保に関する重要

事項を調査審議する。  

①調査審議事項・・・医療計画の作成・変更、医療法人の設立・解散等、医療法に規定された事項について調査審議 

ア 地域医療支援病院の承認              （法第４条第２項） 

      イ 病床過剰地域に係る病院開設等の許可の制限 （〃第７条の２、第７条の３） 

      ウ 医療計画の作成・変更                 （〃第 30条の４第 15 項） 

      エ 病院の開設等に係る勧告               （〃第 30条の 11） 

      オ 社会医療法人の認定取消              （〃第 64 条の２第２項） 

      カ 医療法人等の法令等の違反に対する措置    （〃第 64条第３項） 

      キ 医療法人の設立認可の取消             （〃第 66条第２項）   

      ク 知事の諮問に応じ医療を提供する体制の確保に関する重要事項を調査審議    

② 任   期  令和５年７月 23日～令和７年７月 22 日 

（令和５年７月、新たに委嘱） 

③ 委 員 数  21人（うち女性８、公募３（R7.７.23 現在）） 

                                                                         

（２）医療法人部会(医療法施行令第５条の 21）                                                                                   

医療法人の設立認可、解散が多数生じることから、医療審議会に部会を設置し、専ら医療法人の設立等に関する事項 

を調査審議する。 

①調査審議事項・・・医療法の規定に基づくもの 

ア 社会医療法人の認定                      （法第 42条の２第２項） 

イ 医療法人の設立認可                      （〃第 45条第２項） 

ウ 医療法人の解散認可                      （〃第 55条第７項） 

エ 医療法人の合併認可                      （〃第 58条第５項） 

オ その他医療法人に関すること 

② 委 員 数  １０人 

【現 状】 

○令和７年度開催状況 第１回（９/12）、第２回（３/11）  

○令和６年度開催状況 第１回（９/５）、第２回（２/13）  

○令和５年度開催状況 第１回（５/26）、第２回（９/22）、第３回（２/６）  

○令和４年度開催状況 第１回（９/16）、第２回（12/20）、第３回（２/３） 

○令和３年度開催状況 第１回（８月）、第２回（３/24） 

○令和２年度開催状況 第１回（10月）、第２回（３月）  

《開催回数》 

 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R７ 

医療審議会 ３ ４ ３ ２ ２ ２(2)※ ２(1)※ ３ ３ ２ ２ 

医療法人部会 ２ ２ ２ ２ ２(1)※ ２(2)※ ２(1)※ ２ ２ ２ ２ 

   ※書面開催 
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【事業概要（医療政策課 企画管理係）】 

② 保健医療計画策定事業 

（根拠法令：医療法第 30条の４、第 30条の６） 

【予算額及び内訳】 4,337 万 1千円  

（地域医療介護総合確保基金 3,570万 9千円、国庫補助金 630万、一般財源 703 万２千円） 

【予算の主な内容】 保健医療計画策定委員会等の運営 

 

【目指す姿】 

医療法第 30条の４に基づき、県の医療計画の策定に向けた検討を開始する。 

  

  【現状】 

  令和８年度においては、現行の第８次保健医療計画の中間見直し、また、新たな地域医療構想の策定に向けた検討

を開始する。 

 

【事業主体】 

  県 

 

【事業内容】 

○ 新たな地域医療構想及び保健医療計画に関する委員会（６回開催） 

○ ワーキンググループ開催（４ワーキンググループ×第８次長野県保健医療計画の見直しに必要な追加開催分） 

○ 既存会議体開催（第８次長野県保健医療計画の見直しに必要な追加開催分） 

○ 新たな地域医療構想の策定にあたり、構想区域の見直しの検討や必要量の推計等に必要な調査・分析を行う。 

 

 

【事業の経過等】 

   令和５年度 第８次長野県保健医療計画策定（計画期間：Ｒ６～Ｒ11） 

   平成 29年度 地域医療構想策定（計画期間：H30～Ｒ７） 
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【事業概要（医療政策課 企画管理係）】 

③ 地域医療構想推進事業 

（根拠法令：医療法第 30条の 14） 

【予算額及び内訳】 896万 6千円 （地域医療介護総合確保基金 896万 6千円） 

【予算の主な内容】 地域医療構想調整会議の運営 

 

【目指す姿】 

医療法第30条の 14に基づき策定した地域医療構想を踏まえ、将来の医療提供体制を実現するための関係者の自主

的な取組を推進する。 

  

  【現状】 

平成 28 年度に策定した地域医療構想では 2025 年度の構想区域ごとにおける医療機能（高度急性期・急性期・回復

期・慢性期）ごとの病床数や在宅医療等の必要量を推計した上で、将来必要な医療提供体制を実現するための施策を定

めている。令和８年度は 2040年を見据えた新たな地域医療構想の本格的な策定作業を進める。 

 

【事業主体】 

  県 

 

【事業内容】 

地域医療構想調整会議の開催（10医療圏ごと最大３回開催、長野県地域医療構想調整会議２回開催） 

   

【事業の経過等】 

  ○平成 29年度 地域医療構想調整会議：10医療圏ごと２回ずつ開催 

  〇平成 30年度 地域医療構想調整会議：10医療圏ごと２回ずつ開催 

             県全体を対象とした長野県地域医療構想調整会議を設置し初会合を開催 

  〇令和元年度  地域医療構想調整会議：10医療圏ごと２回ずつ開催 

             県全体を対象とした長野県地域医療構想調整会議を 1回開催 

  ○令和２年度   新型コロナウイルス感染症の感染状況を踏まえ、 

・地域医療構想調整会議：10医療圏ごと書面開催 

・県全体を対象とした長野県地域医療構想調整会議は開催を見送り 

  ○令和３年度   新型コロナウイルス感染症の感染状況を踏まえ、 

              ・地域医療構想調整会議：２医療圏で書面開催（１回） 

              ・県全体を対象とした長野県地域医療構想調整会議は開催を見送り 

  ○令和４年度   地域医療構想調整会議：10医療圏ごと２回ずつ開催 

                  県全体を対象とした長野県地域医療構想調整会議を１回開催 

○令和５年度   各圏域における医療機関の対応方針を策定するため、 

・地域医療構想調整会議：10医療圏ごと３回ずつ開催 

 ○令和６年度   各圏域における医療機関の役割分担と連携を進めるため、 

・地域医療構想調整会議：10医療圏ごと 2回ずつ開催 

○令和７年度   各圏域における医療機関の役割分担と連携を進めるため、 

・地域医療構想調整会議：10医療圏ごと 2回ずつ開催 
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【事業概要（医療政策課 県立病院係）】 

④ 保健医療推進事業補助金 

（根拠法令：地域包括医療推進事業補助金交付要綱、地域保健医療推進事業補助金交付要綱） 

【予算額及び内訳】 522万 2千円  （一般財源 522万 2千円） 

【予算の主な内容】 地域包括医療協議会に対する事業費補助 

 

【目指す姿】 

   長野県保健医療計画に定める課題及び目標達成に向け、県内の様々な保健医療関係者が協力して取り組むことが

必要なことから、県内の多様な保健医療関係団体で構成され、各分野で活動している長野県地域包括医療協議会

（以下「県包医協」という。）及び、地域において活動している地域包括医療協議会（以下「地区協議会」という）が行う事

業に助成することで、県内の保健医療体制の向上に資する。 

 

【現 状】 

保健活動の推進、 医師不足、災害救急医療等地域の保健医療問題についての検討及び住民理解や、喫緊に検 

討や周知が必要な課題への包括医療協議会の積極的な取組が期待されている。 

 

【事業主体】 

県包医協及び地区協議会 

 

【事業内容】 

（１）補助対象 県包医協および地区協議会が行う次の事業に対して補助を行う。 

県包医協 地区協議会 

(1)健康相談、健康管理に関する事業 
(2)救急医療の診療体制等の整備に関する事業 
(3)災害時の医療体制整備に関する事業 
(4)各種検診、健康診断の推進に関する事業 
(5)感染症対策の推進に関する事業 
(6)歯科保健の推進に関する事業 
(7)医薬品の適正利用に関する事業 
(8)医療従事者の確保に関する事業 
(9)その他喫緊に検討や周知が必要な課題への対応
で県が認める事業 

(10)地区協議会が行う事業への助成 
(11)県内保健医療関係団体が行う事業への助成 

(1)救急医療の診療体制等の整備に関する事
業 

(2)災害時の医療体制整備に関する事業 
(3)医療従事者の確保に関する事業 
(4)臓器移植の推進に関する事業 
(5)その他喫緊に検討や周知が必要な課題へ
の対応で県が認める事業 
 

（２）補助率 １／２以内 

 

【事業の経過等】 

補助実績（地区協議会）                                                       （単位：千円） 

年  度 28 29 30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 

総事業費 6,393 4,214 3,231 2,733 1,712 2,289 2,282 2,217 2,922 2,483 

補 助 額 1,968 1,750 1,523 1,312 809 1,142 1,140 1,096 1,445 1,217 

補助事業者数 12 9 9 ７ 5 5 5 6 5 ５ 
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【事業概要（医療政策課 医療係）】 

⑤ 救急緊急医療費損失補てん事業補助金 

（根拠法令：救急緊急医療費損失補てん事業補助金交付要綱） 

【予算額及び内訳】 236万 3千円 （一般財源 236万 3千円） 

【予算の主な内容】 救急医療提供施設への回収不能となった医療費（未払い金）の損失補てん 

 

【目指す姿】 

医療機関における救急医療の円滑な提供に資するため、救急医療を必要とする患者に対して県内の医療機関が医 

療を提供した結果、未収となった医療費に対して補助（補てん）し、安定的かつ継続的な救急医療体制の維持・確保を 

図る。 

平成 25年度から、救急緊急医療費損失補てん事業に外国籍県民救急医療確保対策事業を統合・整理し、制度の 

充実を図った。 

 

【現  状】 

令和 7年度補助実績  15施設、補助額 2,363千円 

 

【事業主体】 

   県（救急医療提供医療機関に補助） 

 

【補助対象】 

市町村立及び一部事務組合立医療機関並びに公的医療機関  １／２以内 

その他の民間医療機関                         10／10以内 

 

※補助対象となる医療費未収金 

補助金の交付を受けようとする年度の前年度に発生した未収金のうち、次の１～３に該当するもの 

1. 医療保険及び法令等による医療費の給付を受けることができる場合については、その額を控除した未収金 

2. 救急車・警察車両･ドクターヘリにより搬送され、緊急に治療が必要な救急医療を提供した結果生じた未収金 

3. 医療機関が未収金の回収に努めたにも関わらず、補助金交付を受けようとする年度の 12月末日までに回収で 

きない未収金 

 

【事業の経過等】  補助実績                                                       （単位：千円） 

補助年度 28 29 30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 

未収金額 4,250 5,222 5,526 5,587 8,176 7,245 4,476 7,144 4,956 9,703 

補 助 額 2,363 2,363 2,363 2,363 2,363 2,363 2,363 2,363 2,363 2,363 
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【事業概要（医療政策課 企画管理係）】 

⑥ 医療対策費 施設・設備整備事業 

（根拠法令：医療施設施設等整備費補助金交付要綱、医療提供体制施設整備補助金交付要綱等） 

【予算額及び内訳】 2,570万 7千円 

（国庫補助金 2,540万 1千円、一般財源 306千円） 

【予算の主な内容】 医療施設の施設・設備整備に対する補助 

【目指す姿】 

 医療機関の施設の拡充、不足する設備の充実などにより、身近で適切な医療が受けられるよう医療提供体制整備、医

療の地域間格差解消等を図る。 

 

【現状】 

① 小児医療施設・設備整備事業 

小児医療の機能分担を図るため、小児疾患、新生児疾患の診断、治療を行う医療施設・設備を整備する必要が 

ある。 

② 分娩取扱施設・設備整備事業 

地域の周産期医療を維持・確保するため、分娩取扱施設の新築、増改築、改修及び分娩に要する機器の整備を 

行う必要がある。 

③ 遠隔医療設備整備事業 

    オンライン診療の導入により、患者の通院負担軽減や医師の移動負担軽減を図るため、へき地等における医療ア

クセスの確保を行う必要がある。 

 

【事業内容】 

国庫補助金を活用し、施設設備の整備を行う事業者へ財政的支援を行う。 

 

【整備数】 

   ６施設 
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【事業概要（医療政策課 企画管理係）】 

⑦ 地域医療介護総合確保基金（医療分野） 

（根拠法令：資金積立基金条例、長野県地域医療介護総合確保基金事業（医療分野）補助金交付要綱ほか） 

【予算額】 

 事業執行（医療政策課基金繰入事業）   6億3,218万8千円 

基金積立（医療推進課基金繰入事業）  23億5,129万3千円 （うち基金造成23億4,845万6千円、運用益283万7千円） 

【予算の主な内容】 国が進める医療提供体制改革を推進するための事業 

 

【目指す姿】 

○ 医療機能の適切な分化と連携を進め、各地域全体で医療を支える体制を構築 

○ 必要に応じ、地域間の連携を図り、県民が安全かつ効率的で質の高い医療サービスを提供できる体制を整備 

○ 社会全体の変化に対応し、介護分野とも連携した切れ目のない医療サービスを確保 

 

【現状】 

○ 高齢化の進展に伴い、将来において医療及び介護ニーズが増加 

○ 入院機能について、慢性疾患を中心とした疾病構造の変化への対応が進んでいない状況 

○ 患者の状態に応じて退院後の生活を支える、地域の実情に即した医療・介護サービスの連携体制が不十分 

○ 生産年齢人口の減少による、医療・介護人材の不足 

 

【事業主体】 

  医療関係職能団体、医療機関、県、市町村等 

 

【事業内容】 

① 病床機能分化・連携推進事業 

・回復期病床への転換や地域の医療提供体制における脆弱な分野または専門性の高い分野への強化を行う医療 

機関の施設整備等の支援 

・二次・三次医療圏における医療提供体制が脆弱な分野の強化に係る施設・設備整備への支援 

・今後特に患者ニーズが高まる地域密着型機能の維持・強化に係る施設・設備整備への支援  等 

② 病床機能再編支援事業 

  ・地域医療構想の実現に向けた病床機能再編の取組への支援 

③ 在宅医療推進事業 

・在宅医療を支える医療機関の運営費の支援  等 

④ 医療従事者確保事業       

・業務の効率化・負担軽減のための医局改修や文書作成システム等の施設・設備整備に対する支援  等 

⑤ 勤務医労働時間短縮事業 

   ・医師の労働時間短縮に向けた体制整備への総合的な取組に対する支援  等 
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【事業概要（医療政策課 医療係）】 

⑧ 臓器移植普及推進事業 

（根拠法令：臓器の移植に関する法律第３条） 

【予算額及び内訳】 801万円 （一般財源 801万円） 

【予算の主な内容】 長野県臓器移植コーディネーターの設置・運営に係る委託費 

 

【目指す姿】 

臓器移植の推進及び臓器提供者の家族や医療機関の理解を深めるための啓発活動及び、移植臓器の発生時のコ

ーディネート業務を行うため、「長野県臓器移植コーディネーター」を設置し、本県の移植医療の確保、推進を図る。 

 
 【現 状】 

設置（委託）施設 
R4年度～ 
H30～R3年度 

（公財）長野県アイバンク・臓器移植推進協会 
長野県立病院機構 

H19～29年度 信州大学医学部附属病院 
H14～18年度 県立須坂病院 
H10～13年度 長野赤十字病院 

 

【事業主体】 

   県（（公財）長野県アイバンク・臓器移植推進協会に委託） 

 

【事業内容】 

   (1) ドナー（臓器提供可能者）発生時の業務 

ア ドナーの家族に対する説明 

イ 円滑な臓器移植の実施を図るため、（公社）日本臓器移植ネットワーク、(公財)長野県アイバンク・臓器移植推進

協会（献眼担当）、摘出・移植病院等との連絡調整 

   (2) 日常業務 

ア 県内の医療施設及び医療従事者（院内コーディネーター等）に対する普及啓発、連絡調整及び情報収集（医療

機関の巡回訪問、企業・学校訪問及び講演会活動等） 

イ 県民に対する普及啓発（企業・学校訪問及び講演会活動等） 

ウ その他臓器移植の普及促進に関する活動 

 

【事業の経過等】 

   １ 腎移植等の状況（臓器移植法による移植件数等）（（公社）日本臓器移植ネットワーク）  

 長野県 全  国 

腎移植希望者の状況（R7.12.31 現在） 183 人  15,043 人  

腎移植の状況 

(H7.4.1～R7.12.31 累計) 

提供件数 33 件  2,921 件  

移植件数 51 件  5,497 件  

 

２ 脳死での臓器移植の状況 臓器移植法施行（H9.10）～R8.3.31 までの累計 

［長野県］提供件数    ７例（うち H22.7.17 改正法施行後   ６例） 

［全 国］提供件数  1,342 例（うち H22.7.17 改正法施行後 1,255 例） 

県内の臓器提供者数(H22.7.17 改正法施行後) （カッコ内は脳死下での提供数） 

H30 年度 R1 年度 R2 年度 R3 年度 R4 年度 R5 年度 R6 年度 R7 年度 

0 人 0 人 1 人(1 人) 0 人 2 人(2 人) １人(１人） 1 人(１人） 0 人 
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【事業概要（医療政策課 医療係）】 

⑨ 長野県アイバンク･臓器移植推進協会活動支援事業補助金 

（根拠法令：臓器の移植に関する法律第３条） 

【予算額及び内訳】 695万 4千円 （一般財源 695万 4千円） 

【予算の主な内容】 長野県アイバンク・臓器移植推進協会の活動費に対する補助 

 

【目指す姿】 

県内で唯一臓器移植法に規定されている眼球のあっせん（コーディネート）業務を認められている団体であり、臓器移

植の普及啓発等の公益性の高い事業も行い、県内の角膜移植及び臓器移植の推進に重要な役割を果たしている（公

財）長野県アイバンク・臓器移植推進協会を支援し、臓器不全に苦しむ方々の根治療法である移植医療を推進する。 

【現   状】 （公財）長野県アイバンク・臓器移植推進協会について 

(1)事 務 局： 長野市若里 長野市医師会館内 

(2)設 立： 平成元年 10月(財)長野県腎バンクとして設立、平成６年 10月に(財)長野県腎バンク・アイバンク協会に

組織変更、平成 10年４月に(財)長野県アイバンク・臓器移植推進協会に改称、平成 22年４月に公益財

団法人へ移行。 

(3)主な業務： 眼球提供者の登録管理及び角膜のあっせん・コーディネート、臓器提供者と臓器移植希望者をつなぐ臓

器移植コーディネーターの設置、臓器移植に関する知識の啓発・普及啓発、関係団体等の連絡・調整等 

(4)団体の役割等 

① 臓器移植法に規定されている眼球あっせん（コーディネート）業務を、県内で唯一認められている団体である。（臓

器の移植に関する法律第 12条に基づく厚生労働大臣のあっせん許可団体） 

② 当団体が積極的に普及啓発及び献眼登録等を呼びかけてきたことから、現在、13 万人を超える方々の登録によ

り、全国トップの実績をあげており、県内の角膜移植の推進に重要な役割を果たしている。 

③ アイバンク事業の開始から現在まで（平成６年度～令和７年度）に、642人の方が献眼（1,268眼）し、1,096の角

膜を移植。角膜移植を唯一の根治療法としている視覚障害者の視力回復に大きく貢献している。 

【事業主体】 

   公益財団法人 長野県アイバンク・臓器移植推進協会 

 

【事業内容】 

   (公財)長野県アイバンク・臓器移植推進協会の活動事業に対して支援する。 

○ 眼球提供者の登録管理及び角膜及び強膜のあっせん 

○ 臓器提供者と臓器移植希望者をつなぐ臓器移植コーディネーターの設置 

○ 臓器移植に関する知識の啓発、普及及び関係団体等の連絡・調整 

 

【事業の経過等】  角膜提供者、移植希望者等の状況 

登 

録 

時点 R3.3.31 R4.3.31 R5.3.31 R6.3.31 R7.3.31 R8.3.31 

待機患者
(人) 

7 4 4 4 6 ４ 

提供登録者
(人) 

137,095 137,180 137,449 137,955 138 ,472 138.813 

移 

植 

年度 R2 R3 R4 R5 R6 R7 

献眼者数
(人) 

10 7 15 12 8 10 

摘出眼球
(眼) 

20 14 28 24 16 19 
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【事業概要（医療政策課 企画管理係）】 

⑩ 院内感染対策支援事業 

（根拠法令： 「医療機関における院内感染対策について」（平成 26 年 12 月 19 日付け通知）） 

【予算額及び内訳】 88万 2 千円 （ 国庫補助金 44 万 1千円、一般財源 44 万 1千円 ） 

             国庫補助事業（国 1/2 県 1/2） 

【予算の主な内容】 委託料（院内感染対策に関する相談窓口の設置、講師等への謝金、費用弁償 等） 

 

【目指す姿】 

医療機関が院内感染対策について日常的に相談できる体制を整備するとともに、本県における院内感染対策のため

のネットワークを構築する。 

 

【事業主体】 

   県（長野県感染対策研究会に委託して実施） 

 

【現  状】 

   ○ 県内における医療機関の院内感染事例 年５～16件（保健所に報告がなされたもの） 

○ 院内感染を原因とする死亡事例 年 0～４件（保健所に報告がなされたもの） 

○ 県内約 55 病院における MDRP（多剤耐性緑膿菌）検出数  （長野県感染対策研究会調べ） 

H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 

4 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 

○Ｒ６は院内感染事例についての個別の遺伝子解析をするように方向を変え、移行期間中である。 

 

【事業内容】 

   （１） 院内感染対策相談窓口の設置 

医療機関からの相談に対応するため、院内感染対策に関する相談窓口を設置（常時） 

   （２） 院内感染対策実地支援及び院内感染事例の収集・解析・評価の実施 

院内感染防止対策の取組に関する助言（又は院内感染事例の収集・解析・評価）を行うため、医療従事者からな

る実地支援チームを編成して医療機関へ派遣 

   （３） 院内感染対策講習会・研究会の実施 

県内の医療機関に勤務する医療従事者を対象とした院内感染対策に関する講習会・研究会を開催 

    

【事業の実施経過等】 

(1) 院内感染対策相談窓口の設置（H25.6.1から） 

院内感染対策に関する相談窓口を長野県感染対策研究会内に設置し、日常の院内感染対策の基本的な相談、

院内感染対策上の疑問点について助言を実施。（H30 年度：717 件、R1 年度 898 件、R2 年度 712 件、R3 年度

576 件、R4年度 622件）、R5年度 411 件、R6年度 293件 

(2) 院内感染対策実地支援及び院内感染事例の収集・解析・評価の実施（H25.6.1 から） 

医師、看護師、薬剤師及び臨床検査技師等からなる実地支援チームを医療機関へ派遣し、院内感染防止対策

の取組等に関して実地で助言。(H30年度：1病院延べ 1 回、R1 年度：0件、R2年度：１病院延べ２回、R3年度：0

件、R4年度：１病院延べ 1 回、R5年度：１病院延べ 1 回、R6年度 病院延べ１回) 

(3) 院内感染対策講習会・研究会の実施（H25.6.1から） 

県内の病院、診療所等の医療従事者を対象とした院内感染対策に関する講習会・研究会を開催。(１回/年) 
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【事業概要（医療政策課 医療係）】 

⑪ 広域災害・救急医療情報システム運営事業 

（根拠法令：医療法（医療機関情報関係）、救急医療対策事業実施要綱（救急・災害医療関係）） 

【予算額及び内訳】 2,816万 9千円 （国庫補助金 911万 2千円、一般財源 1,905万 7千円） 

【予算の主な内容】 広域災害・救急医療情報システムの賃借料、運営委託料 

 

【目指す姿】 

インターネットを利用して、救急・周産期医療に関する情報を収集し、医療機関、消防機関等に必要な医療情報を提供

する。また、国のシステム（医療情報ネットナビイ）において医療機関の機能に関する情報や夜間・休日緊急医等に関する

情報を収集し、県民に必要な医療情報を提供する。 

 

【現状】 

広域災害・救急医療情報システムには、救急病院の搬送受入可否情報や搬送実績入力機能、搬送先医療機関選定 

のための一斉通報機能等を備えている。 

救急病院による一日２回の応需情報の入力が行われている他、一部消防本部で搬送実績の入力・確認が行われてい

る。また、ドクターヘリ搬送事案については、搬送先医療機関選定のための一斉通報機能が活用されている。 

 

【事業主体】 

  県 

 

【事業内容】 

インターネットを利用した以下の情報の収集・提供 

  （広域災害・救急医療情報システム） 

    ・ 救急医療情報（医療機関の応需情報、搬送実績入力、搬送先医療機関選定のための一斉通報 等） 

     （医療情報ネットナビイ） 

医療機関情報（医療機関の基本情報、医療機能、対応疾患、従事者数、提供サービス 等） 

救急医療情報（在宅当番医の情報 等） 

 

【事業の経過等】 

   昭和５９年  救急医療情報システムを導入 

   平成１６年  旧のシステムに移行 

   平成２１年  医療法に基づき、医療機関情報の内容を充実 

   平成２８年  現行のシステムに更新 

   令和 ３年  現行のシステムの契約延長 （令和５年度まで） 

   令和 ６年  現行のシステムの契約延長 （令和７年度まで） 

        医療機能・薬局機能情報提供制度部分の全国統一システム（医療情報ネット）への移行 

   令和 ８年  現行のシステムの契約延長 （単年度契約） 
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【事業概要（医療政策課 医療係）】 

⑫ 長野県救急医療機能評価会議運営事業 

（根拠法令：長野県救急医療機能評価会議開催要綱） 

【予算額及び内訳】 34万 1 千円 （一般財源 34万 1千円） 

【予算の主な内容】 長野県救急医療機能評価会議 会議費 

 

【目指す姿】 

救命救急センターの救急医療機能の維持、向上を図り、県内の救急医療提供体制を確保する。 

 

【現状】 

県内には救命救急センターが 7施設あり、その全てが充実度評価で A 評価以上となっている。 

 

【事業主体】 

県 

 

【事業内容】 

   評価事項 

   (1) 既設救命救急センターの設置効果と運用実績・機能に関する事項 

   (2) 救命救急センターの設置と運用に係る将来構想に関する事項 

   (3) その他、知事が必要と認める救急医療施設と体制に係る事項 
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【事業概要（医療政策課 医療係）】 

⑬ 救命救急センター運営費補助金 

（根拠法令：救急医療対策事業実施要綱、医療提供体制推進事業補助金交付要綱） 

【予算額及び内訳】 4億 8,599万 9 千円（国庫補助金 2億 3,811万 9千円、 一般財源 2億 4,788万円） 

【予算の主な内容】 救命救急センターの運営に必要な経費（給与費、材料費、消耗品費等） 

 

【目指す姿】 

救命救急センターの運営基盤の強化を図り、24時間体制で重篤救急患者の医療を確保する。 

 

【現状】 

24時間365日、重篤な救急患者の受け入れを行う救命救急センターは救急医療の最後の砦であり、救急医療体制の

充実には不可欠であるが、運営状況は慢性的な赤字状態にある。 

 

【事業主体】 

   医療機関 

 

【事業内容】 

○補助基準額 

１ センター運営経費 171,675 千円（30床以上） 

（20床は 124,897 千円，10 床は 99,167 千円） 

２ 専門医等の確保に対する加算 

・心臓病の内科系専門医及び外科系専門医をそれぞれ専任で確保 

 ・脳卒中の内科系専門医及び外科系専門医をそれぞれ専任で確保    13,272 千円 

 ・重症外傷の外科系専門医を専任で確保 

 ・小児救急専門病床に医師及び専任の看護師を確保             55,995 千円 

３ ドクターカーの運転手の確保に対する加算 4,701千円 

４ 賃金上昇分加算 

  センター運営経費の基準額×3.5% 

 

【救命救急センターの概要】 

地域 施設名 運営開始 所在地 病床数 備  考 

東信 
佐久総合病院佐久医療セ

ンター 
平成 26 年 ３月１日 佐久市 20   

南信 

諏訪赤十字病院 平成 18 年 10 月１日 諏訪市 10   

伊那中央病院 平成 24 年 ４月１日 伊那市 10   

飯田市立病院 平成 18 年 10 月１日 飯田市 10   

中信 
相澤病院 平成 17 年 ４月１日 松本市 10   

信州大学医学部附属病院 平成 17 年 10 月１日 松本市 20 高度救命救急センター 

北信 長野赤十字病院 昭和 56 年 10 月１日 長野市 34   
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【事業概要（医療政策課 医療係）】 

⑭ ドクターヘリ運航事業 

（根拠法令：救急医療用ヘリコプターを用いた救急医療の確保に関する特別措置法、救急医療対策実施要綱、医療提

供体制推進事業補助金交付要綱） 

【予算額及び内訳】 8億 417万 4千円 

            （ 国庫補助金 4億 207万 6千円、一般財源 4億 209万 8千円 ） 

【予算の主な内容】 ドクターヘリの運航に必要な経費（運航委託費、医師・看護師の給与費、運航調整委員会物件費） 

【目指す姿】 

県土が広大で山間地域の多い本県では、全県をカバーする広域救急搬送体制の確保のため、ドクターヘリの運航が効

果的であり、高度な救命処置を早期に開始することにより、救急患者の救命率の向上及び後遺症の軽減を図る。 

【現状】 

基地病院を、佐久総合病院佐久医療センター（佐久市）、信州大学医学部附属病院（松本市）とする２機体制で 

運用。 

【事業主体】 

    県、医療機関 

【事業内容】 

 補助基準額（運営補助金等） 

391,576千円×１病院、412,576千円×１病院（補助率 国１／２、県１／２） 

  費用内訳 

  ・運航委託経費 

  ・搭乗医師看護師確保経費 

  ・運航連絡調整員確保経費 

  ・運航調整委員会経費 

  ・ドクターヘリレジストリ構築経費 

    ・緊急フロート管理・脱出訓練経費 

 ドクターヘリ無線に係る電波利用料等 

22千円 

【事業の経過等】 

年 度 出動件数 年 度 出動件数 

平成 17 年度 １９０件（21.1件／月） 平成 27 年度 1,007件（83.9件／月） 

平成 18 年度 ３１３件（26.1件／月） 平成 28 年度 868件（72.3件／月） 

平成 19 年度 ３３０件（27.5件／月） 平成 29 年度 850件（70.8件／月） 

平成 20 年度 ３５１件（29.3件／月） 平成 30 年度 936件（78.0件／月） 

平成 21 年度 ３５７件（29.8件／月） 令 和 元 年 度 773件（64.4件／月） 

平成 22 年度 ２９２件（24.3件／月） 令 和 2 年 度 705件（58.8件／月） 

平成 23 年度 ４１５件（34.6件／月） 令 和 3 年 度 694件（57.8件／月） 

平成 24 年度 ８２８件（69.0件／月） 令 和 4 年 度 750件（62.5件／月） 

平成 25 年度 986件（82.2件／月） 令 和 5 年 度 696件（58.0件／月） 

平成 26 年度 945件（78.8件／月） 令 和 6 年 度 673件（56.1件／月） 
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【事業概要（医療政策課 企画管理係）】 

⑮ 救急医療対策費 施設・設備整備事業 

（根拠法令：医療提供体制施設整備補助金交付要綱、医療提供体制設備整備事業補助金交付要綱等） 

【予算額及び内訳】 4,947万 6千円 

（国庫補助金 4,239万 5千円、一般財源 708万 1千円） 

【予算の主な内容】 医療施設の施設・設備整備に対する補助 

 【目指す姿】 

 病院群輪番制による二次救急医療体制（休日・夜間における入院治療を必要とする重症救急患者の医療を二次医療

圏単位で確保するもの。）に参加する病院や災害拠点病院の施設・設備の充実を図ることにより、休日夜間や災害時の

医療を確保する。 

 

【現状】 

① 病院群輪番制病院施設・設備整備事業 

休日及び夜間における入院治療を必要とする重症救急患者への医療を確保するため、老朽化した医療機器の更新

や高度な医療機器の導入を行う必要がある。 

 

② 基幹災害拠点病院設備整備事業 

     災害時の医療を確保するため、基幹災害拠点病院として必要な医療機器及び緊急車輛の整備を行う必要がある。 

 

③ 非常用自家発電設備及び給水設備整備事業 

     災害により長期の停電又は断水が発生しても病院の診療機能を維持するために必要な電気及び水を確保する 

ため、非常用自家発電設備及び給水設備の整備強化を行う必要がある。 

 

  ④ 災害・感染症医療業務従事者派遣設備整備事業 

    災害発生直後や新興感染症まん延時における被災地等の医療機能の低下に対応するため、医療従事者を派遣する

医療機関が行う、派遣に要する設備を整備する必要がある。 

 

  ⑤ 病院間の患者搬送のための病院救急車活用促進事業 

    病院救急車の運転手の確保等にかかる費用及び病院救急車と病院救急車に搭載する医療機器等の購入費用に対

し助成する必要がある。 

 

【事業内容】 

国庫補助金を活用し、施設設備の整備を行う事業者へ財政的支援を行う。 

 

【整備数】 

  16施設 
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【事業概要（医療政策課 医療係）】 

⑯ メディカルコントロール体制整備事業 

（根拠法令：消防法、救急救命士法、長野県メディカルコントロール協議会開催要綱等） 

【予算額及び内訳】 145万 4千円 （一般財源 145万 4千円） 

【予算の主な内容】 県メディカルコントロール協議会の会議費、気管挿管再教育 

 

【目指す姿】 

救急救命士が実施した救急救命処置について、医師による医学的観点からのメディカルコントロール（指導・助言、

事後検証、教育等）を通じて、救急救命処置の質の保障及び向上を図るとともに、救急患者の搬送及び病院の受入

体制の構築を図る。 

 

【現状】 

平成 15 年以降、順次、救急救命士による処置範囲の拡大（除細動・気管挿管・薬剤投与）があり、救急救命士の

技術や知識の向上が必要である。 

 救急患者の受入状況については、受入困難事案の発生率が全国平均よりも大幅に低く、良好な状況が続いてい

る。 

 

【事業主体】 

 県 

 

【事業内容】 

１ 長野県メディカルコントロール協議会 

   （1） 協議事項 

       メディカルコントロールを担当する救急医療機関及び担当範囲の区割りの調整 

       地域メディカルコントロール協議会に対する助言、機能評価及び体制構築の調整 

       メディカルコントロールに係る隣接県との調整 

       救急医療の知識・技術の普及・啓発 

       その他必要と認める事項 

（2）  予算額 1,128千円 （会議費） 

 

２ 気管挿管技能認定救急救命士再教育講習 

   （１） 概要 気管挿管技能認定救急救命士に対する所要の再教育を行う。 

   （２） 予算額 105千円 

 

３ メディカルコントロールに関する講習会等の開催 

（１） 概要 救急救命士による救急救命処置の事後検証に携わる医師の養成及び資質向上を図る。 

（２） 予算額 221千円 
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【事業概要（医療政策課 医療係）】 

⑰ 長野県救急安心センター（#7119）事業 

（根拠法令：長野県保健医療計画） 

【予算額及び内訳】 1,287万 3千円 （一般財源 1,287万 3千円） 

【予算の主な内容】 長野県救急安心センター（#7119）運営及び広報に係る委託料、電話等使用料等 

 

【目指す姿】 

県民が急な病気やけがをしたときに、救急車を呼んだ方がよいのか、今すぐ病院に行った方がいいのかなどで迷っ

た際の相談先として、専門家から電話でアドバイスを受けることができる相談窓口を整備することで、「救急車の適正

利用」や「救急医療機関の受診の適正化」につなげ、医療機関及び消防の負担を軽減するとともに、県民への安心

安全の提供を図る。 

 

【現状】 

本県の救急車で搬送される傷病者はおおむね年間10万人程度であるが、そのうち軽症者の搬送が４割を占める。

また、軽症者の搬送人数は増加傾向にあり、中には不要不急であるにも関わらず救急車を要請する案件が見受けら

れる。 

 

【事業主体】 

 県 

 

【事業内容】 

医療機関が外来診療を行っていない時間帯（夜間・深夜及び休日）に、医師の支援体制のもと看護師等が住民か

らの電話相談に応じる窓口を運営する。 

１ 運営事業 

（1） 相談受付時間 

 平日：19時から翌８時まで 

 土日祝日：８時から翌８時まで 

（２） 回線数 

 ８時から 23時：２回線 

 23時から翌８時：１回線 

（３） 予算額 

 1,188万 3千円 

２ 広報事業 

（１） 広報内容 

・ポスター、チラシの作成及び配布 

・広報用コマーシャル動画の放送（Youtube広告等） 

・その他、県及び市町村の既存広報媒体等を積極的に活用 

（２） 予算額 

 99万円 
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【事業概要（医療政策課 医療係）】 

⑱ 災害医療体制整備事業 

（根拠法令：医療施設運営費等補助金交付要綱、長野県ＤＭＡＴ設置運営要綱 ） 

【予算額及び内訳】 1,435万 3千円 

             （国庫補助金 514万 8千円、基金繰入金 299万 3千円、一般財源 621万 2千円） 

【予算の主な内容】 会議等に係る報償費・旅費、ＤＭＡＴ活動保険料、災害医療・県ＤＭＡＴ養成研修委託料、 

国総合防災訓練参加者補助金 等 

【目指す姿】 

災害医療体制に係る協議、災害拠点病院や長野県ＤＭＡＴ（災害派遣医療チーム）の体制の整備により、災害時の

医療連携体制の充実を図る。 

  【現 状】 

東日本大震災や熊本地震、能登半島地震等の課題を踏まえ災害時における医療体制の充実強化を図る必要があ

る。 

【事業主体】 

  県、長野県ＤＭＡＴ指定病院等 

【事業内容】 

(1) 災害医療体制の検討 

(2) 災害時医療体制の整備 

 ・ 県災害医療活動指針の周知・検証・見直し 

 ・ 災害医療研修会、災害医療コーディネート研修、災害時情報伝達研修の実施 

(3) 災害拠点病院の体制整備 

 ・ 災害拠点病院連絡会議の開催 

(4) 長野県ＤＭＡＴ（災害派遣医療チーム）の体制整備 

 ・ 災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）連絡会議の開催及び県ＤＭＡＴ養成研修の実施 

 ・ 航空搬送拠点臨時医療施設（ＳＣＵ）の運用体制の整備 

 ・ 県ＤＭＡＴの活動に係る傷害保険の加入 

 ・ 国総合防災訓練に参加するＤＭＡＴの参加経費の補助 

 

〔災害拠点病院等の状況〕 
 

区分 二次医療圏 病院名 開設者 ＤＭＡＴ指定病院 

災害拠点病院 

（13病院） 

佐 久 佐久総合病院佐久医療センター 厚生連 ○ 

上 小 信州上田医療センター 国立病院機構 ○ 

諏 訪 諏訪赤十字病院 日赤 ○ 

上伊那 伊那中央病院 伊那中央行政組合 ○ 

飯 伊 飯田市立病院 飯田市 ○ 

木 曽 長野県立木曽病院 県立病院機構 ○ 

松 本 
信州大学医学部附属病院 国立大学法人 ○ 

相澤病院 社会医療法人財団 ○ 

大 北 市立大町総合病院 大町市 ○ 

長 野 

長野赤十字病院 日赤 ○ 

長野市民病院 地方独立行政法人 ○ 

南長野医療センター篠ノ井総合病院 厚生連 ○ 

北 信 北信総合病院 厚生連 ○ 
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【事業概要（医療政策課 医療係）】 

⑲ へき地医療拠点病院運営費補助事業 

（根拠法令：へき地保健医療対策等実施要綱、医療施設運営費等補助金交付要綱） 

【予算額及び内訳】 960万 5千円 （国庫補助金 480万 0千円、一般財源 480万 5千円） 

【予算の主な内容】 へき地医療拠点病院の運営費に対する補助 

  

【目指す姿】 

へき地医療拠点病院が行う、へき地診療所への医師派遣及び巡回診療事業に対して助成し、へき地における医療の

確保を図る。 

 

【現状】 

 ・現在、県内には無医地区は９地区、準無医地区は 21地区存在。（令和４年度調査） 

 ・へき地医療拠点病院は 10施設あり、無医地区等への巡回診療や出張診療、へき地診療所への医師派遣を行って

いる。 

 ・へき地住民の高齢化の進展に伴い、より一層、支援活動を推進する必要性が高まっているが、巡回診療等は慢性

的赤字であり、財政上厳しい状況にある。 

 

【事業主体】 

  へき地医療拠点病院 

 

【事業内容】 

(1) 補助対象経費 

   へき地医療拠点病院の運営費（医療活動費、研究費、研修費、医療費、情報通信機器等経費、総合的な診療能

力を有する医師育成関係経費） 

(2) 補助率 

     10/10 （国 1/2、県 1/2） 

 

【事業の経過等】 

 

年度 R２ R３ R４ R５ R６ R７ R8 

対象施設数 
（か所） 

６ ６ 7 7 ８ ８ ８ 

予算額 
（千円） 

13,552 12,063 12,095 11,502 10,225 9,695 9,605 
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.0【事業概要（医療政策課 医療係）】 

⑳ へき地診療所運営費補助事業 

（根拠法令：へき地保健医療対策等実施要綱、医療施設運営費等補助金交付要綱） 

【予算額及び内訳】 9,378万 0 千円 （国庫補助金 9,355万 0千円、一般財源 23 万 0千円） 

【予算の主な内容】 へき地診療所の運営費に対する補助 

 

【目指す姿】 

へき地診療所の運営基盤を強化し、へき地の医療提供体制の確保を図る。 

 

【現状】 

・県内にへき地診療所は 40施設あり、へき地の医療提供を担っている。 

・へき地診療所の多くは慢性的な赤字を抱えている状況であり、厳しい運営を強いられている。 

 

【事業主体】 

  市町村等 

 

【事業内容】 

 (1) 補助対象経費 

    へき地診療所の運営費（事務費、研究費、医療費、情報通信機器等経費） 

 (2) 補助率 

   2/3 （国庫 10/10） 

 

【事業の経過等】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年度 R２ R３ R4 R5 R6 R７ R８ 

対象事業者 ８市町村 ８市町村 ８市町村 ８市町村 ９市町村 
・９市町村 

・１法人 
・９市町村 

予算額 
（千円） 

34,866 34,176 47,700 65,170 77,797 82,230 93,761 
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【事業概要（医療政策課 企画管理係）】 

㉑ へき地医療拠点病院・へき地診療所施設・設備整備事業 

（根拠法令：医療施設等整備費補助金交付要綱） 

【予算額及び内訳】 1,732万円 （国庫補助金 1,606万 7千円、一般財源 125万 3千円） 

【予算の主な内容】 へき地医療拠点病院及びへき地診療所の施設や医療機器等の整備に対する補助 

 

【目指す姿】 

 へき地医療拠点病院及びへき地診療所の施設や医療機器等の整備に対して補助し、へき地の医療提供体制の確保を 

目指す。 

 

【現状】 

 へき地診療所は、無医地区、準無医地区等における地域住民への医療確保のために設置されているもので、本県には

現在 40施設あり、医療圏別にみると、飯伊医療圏が最も多く 14施設ある。また、へき地医療拠点病院は、現在 10施設

ある。こうしたへき地診療所等の一部で施設や設備の老朽化が進んでいる。 

 

【事業主体】 

 へき地医療拠点病院、へき地診療所及び過疎地域等特定診療所等 

 

【整備数】 

事業区分 対象施設 予算額（千円） 

へき地医療拠点病院設備整備事業 １施設 2,505 

へき地診療所設備整備事業 ７施設 14,815 

 合 計  17,320 
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【事業概要（医療政策課 県立病院係）】 

㉒ 地方独立行政法人長野県立病院機構評価委員会 

（根拠法令：地方独立行政法人法第 11条第１項及び長野県附属機関条例） 

【予算額及び内訳】 95万 7千円 （一般財源 95万 7千円） 

【予算の主な内容】 評価委員会開催のための報酬・旅費 

【目指す姿】 
 

地方独立行政法人長野県立病院機構の業務の実績に関する評価を、専門性及び実践的な意見を踏まえ、客観的か

つ中立公正に行い、「安心で質の高い医療」を継続的かつ効率的な提供の確保を図る。 

 

 【現 状】 

   知事が実施する地方独立行政法人長野県立病院機構の業績評価や中期目標の制定、中期計画の認可に対して、必

要に応じて意見を述べる。 

 

【事業主体】 
 

   県 

 

【事業内容】 
 

   評価委員会の開催（令和８年度予定回数：３回） 

○委員：７名（医療関係者、学識経験者等） 

 

【事業の経過等】 
 

   《開催回数》 

  平成２１年度：５回 （平成 21年４月設置） 

  平成２２年度：２回 

  平成２３年度：３回 

  平成２４年度：４回 

  平成２５年度：４回 

  平成２６年度：５回 

  平成２７年度：４回 

  平成２８年度：４回 

  平成２９年度：４回 

  平成３０年度：４回 

  令和元年度：６回 

  令和２年度：   ３回 

  令和３年度：   ４回 

   令和４年度：  ３回 

   令和５年度：  ３回（加えて指標ワーキンググループ２回） 

令和６年度：  ６回 

令和７年度：４回 
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【事業概要（医療政策課 県立病院係）】 

㉓ 長野県立病院機構 経営改善支援事業 

（根拠法令：地方独立行政法人長野県立病院機構経営改善事業補助金交付要綱） 

【予算額及び内訳】 1,540万円  （一般財源 1,540万円） 

【予算の主な内容】 県立病院機構の経営改善の取組に対する事業費補助 

 

【目指す姿】 

   地方独立行政法人長野県立病院機構（以下「機構」という。）の自律的で持続可能な経営へ向け、機構が外部コン

サルタントを活用して経営改善に取り組む。県もこれを支援するとともに、コンサルタントから得た成果を今後の中長期的

な県立病院の運営に活用する。 

 

【現 状】 

   機構の経営における課題 

（１）各病院のポテンシャル最大化（主要な収支改善策） 

（２）足下の資金繰り改善 

（３）機構としてのマネジメント・ガバナンス強化 

（４）政策医療に対する運営費負担金の適正化（R7当初予算で検討済） 

 

※上記のような経営上の課題について、地方独立行政法人法上は機構の自律的な経営を尊重すべきであるが、コロナ

後の患者の受療行動の変化という外的要因も経営に影響していることから、県の関与を一旦強め、経営改善に向け

て機構と一体的に取り組む。 

 

【事業主体】 

地方独立行政法人長野県立病院機構 

 

【事業内容】 

（１）機構が行う経営改善に要する事業費のうち当該年度分に対して補助を行う。 

（２）補助率 １／２以内 

 

【事業の経過等】 

  令和６年度 予算 1,860万円 

  令和７年度 予算 1,980万円 
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【事業概要（医療政策課 県立病院係）】 

㉔ 地方独立行政法人長野県立病院機構運営費負担金 

（根拠法令等： 地方独立行政法人法） 

【予算額及び内訳】 63億円 （一般財源 63億円） 

【予算の主な内容】 公営企業型地方独立行政法人が行う事業への設立団体の負担 

 

【目指す姿】 

   県立病院が地域における基幹病院として地域医療を支えるとともに、他の医療機関では対応困難な高度・専門医療を 

  提供すること。 
 

【現 状】 

   信州医療センター 

：地域の中核病院、県の政策的感染症対策の一翼を担う病院、臨床研修医や看護師など人材育成を担 

う県立５病院の中心となる病院 

   こころの医療センター駒ヶ根  

          ：精神衛生法に基づき県が設置した精神科病院、医療観察法指定医療機関など県の政策的な精神医療 

を担う病院 

   阿南病院 ：地域の中核病院、へき地医療の拠点病院 （介護老人保健施設併設） 

   木曽病院 ：地域の中核病院、へき地医療の拠点病院 （介護老人保健施設、介護医療院併設） 

   こども病院 ：高度小児医療の拠点病院、周産期医療の拠点病院 

   信州木曽看護専門学校 ：３年課程の看護師養成所 

【事業主体】 

   地方独立行政法人長野県立病院機構 

【事業内容】 

     公営企業型地方独立行政法人の事業の経費のうち、次に掲げるものを、設立団体である県が負担するものとする。 

     （地方独立行政法人法第 85条第 1項） 
 

区 分 負担金の対象経費 予算額 

第１号経費 

 その性質上経営に伴う収入をもって

充てることが適当でない経費 

・看護職員の養成に要する経費 

・救急医療の確保に要する経費 

・保健衛生行政事務に要する経費 等 

11億 935万円 

第２号経費 

 その性質上効率的な経営を行っても

なお、その収入をもって充てることが客

観的に困難であると認められる経費 

・高度医療に要する経費 

・周産期医療に要する経費 

・へき地医療の確保に要する経費 

・精神病院の運営に要する経費 等 

51億 9065万円 

計  63億円 
 

【事業の経過等】 

年  度 H24・H25 H26 H27～R１ R2～R5 R7～R11 

予算額 
年度当たり 

 51億円 51億 7,220万 1千円 

年度当たり 

 54億 8,000万円 

年度当たり 

  55億 1,000万円 

年度当たり 

  63億円 
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【事業概要（医療政策課 県立病院係）】 

㉕ 地方独立行政法人長野県立病院機構施設整備等資金貸付金特別会計 

（根拠法令等： 特別会計設置条例） 

【予算額及び内訳】 39億 9,751万 4千円 （貸付金元利収入 25億 8,891万 4千円、県債 14億 860万円） 

【予算の主な内容】 病院事業債償還金 25億 8,891万 4千円、長野県立病院機構への貸付金 14億 860万円 

 

【目指す姿】 
 

   地方独立行政法人長野県立病院機構に医療施設・医療器械の整備に必要な資金を貸し付け、県立病院の医療機能

の維持・向上を図る。 

 

【現 状】 
 

   長野県立病院機構の長期借入金は、設立団体である県からの借入金に限られるため、特別会計で次の業務を行う。 

(1) 病院事業債を発行し、資金を長野県立病院機構に対して貸し付ける。 

(2) 長野県立病院機構からの貸付金元利収入をもって借入先に償還する。 

 

【事業主体】 
 

   県 

 

【事業内容】 
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